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ブラジルとメキシコにおける労働法制改革の隘路

はじめに

20世紀末の民主化以降（１），ラテンアメリカの

社会運動についての議論で，概して労働組合・運

動は「新しい」という形容詞つきで取り上げられ

てきた。しかし，およそ同時期にはじまった市場

開放と構造調整によって，民主化の過程で影響力

を高めたはずの労働運動は，徐々に，その組織的

基盤を蝕まれ，民衆の代表としての地位を他の種

類の社会運動や民衆組織（popular association）へと

譲り渡していくこととなる（Collier［2006］）。

もちろんこのように最近では労働者を代表する

本来の機能さえ低下させつつあるとはいえ，依然

として労働組合が，現代ラテンアメリカ社会では

比較的よく組織された利益集団であり，重要な政

治アクターであり続けていることに変わりはない。

実際，政治・経済・社会の各領域における近年の

改革で，程度の差こそあれ，労働組合はさまざま

な形で影響力を行使しているし（Murillo［2001］），

新自由主義改革をめぐる議論では，重要なステー

クホルダーとして，その組織的利害の行方や生き

残り戦略が分析の対象とされてきた（Schneider

［2004］）。

本稿では，現代ラテンアメリカにおける労働組

合・運動の実態の一側面をとらえるべく，これら

の組織の死活的利益や伸張および衰退に密接に関
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わり，このところ当地域で最も喫緊のテーマの一

つとされる労働改革を取り上げる（Murillo［2005］;

Cook［2007］）。事例として，かつて共に国家コー

ポラティズムの典型例と見なされながらも，その

中から「新しい労働運動」が勃興したブラジルと

メキシコに注目し，近年の両国での労働法制改革

が，どのように進められ，それにはいかなる要因

が影響を及ぼしているのかを概観する（２）。

１．ブラジル

ブラジルにおいて労働者の権利や労使関係を規

定する法的基礎は，1943年に制定された統合労働

法（Consolidação das Leis do Trabalho）と1988年憲法

である（３）。前者の統合労働法は，労働者の個別

的権利，労働組合，団体交渉，労働裁判所などを

めぐるルールだけでなく，詳細な労働条件まで国

家が規定している点で特徴的である。実際，ブラ

ジルの国家と労働および経営者団体との関係は統

合労働法よって厳密に規定されつつ，国家からの

庇護と各団体の服従とが交換される形で成立して

きた（４）。そして，そのような関係は，q職業カ

テゴリー別かつ地域別に結成され，国家から承認

された組合（以下，「公式の組合〈official union〉」）の

みが持つ独占的な代表権（５），wすべての労働者

から徴収され，公式の組合にのみ配分される組合

ブ ラ ジ ル特　集

上谷直克

既存の労働法制の特徴と問題点1



ラテンアメリカ・レポート Vol.25 No.1■ 23

【特　集】 ブ ラ ジ ル

税（６），e温情主義的に労働法制を制定・実施す

ることによって，労働者や各団体との間にパター

ナリステックな関係を築く労働雇用省，そしてr

労使紛争に際して規範的な裁定権を行使する労働

裁判所，という四つの柱から構成されている

（Power & Doctor［2004］）。

もちろん，1980年代からの民主化以降は，軍事

政権下でみられたような政府から労働運動への抑

圧は激減し，組合内政へのあからさまな介入もほ

とんど姿を消した。とはいえ，組合税や各種補助

金の配分をめぐる権限だけでなく，依然として労

働行政官は，労使交渉の場で統合労働法が厳格に

守られているかを監督し，労使双方に請われる形

で，仲裁者としての権威と権限とを振るう立場に

ある（Boito［1994, 7］）。また，近年のストライキの

増加に伴い，労働裁判所の役割が増大しているが，

その非効率さや汚職といった問題以外に，古びた

法規則を杓子定規に適用しようとする姿勢や，「労

使関係のあるべき姿」や「適切な給与」をめぐる

争いにおいて，裁判官個人の規範による裁定が多

大な拘束力をもつなどの点に批判が向けられてい

る（Horn［2006］）。言い換えるとそれは，国家から

の自立を目指したはずの労使関係への，形を変え

た新たな国家介入の姿であり，それゆえ，民主化

後の労働改革が「行政府による事前のコントロー

ルから，司法による事後的なコントロールへ」と

いう介入の方法転換にすぎず，また，労・使団体

による国家への依存状態が続く理由だとされるの

である（Barros［1999］）。

その一方で，労働組合の幹部らは，団体交渉の

際に，職種別かつ地域別に編成された労働者を独

占的に代表し，組合税や政府からの潤沢で多様な

補助金の使い途について大幅な裁量をもつという

「特権」を享受することとなった。このような代表

の独占状態が，憲法で定められた組合結成の自由

という権利に抵触し，独立系労働組合の設立を難

しくする一方，旧来の「公式の組合」幹部による

労働者の囲い込みと支配の継続を許している。ま

た，今や雇用保障や社会福祉という点で組合に加

入することに以前ほどメリットがなくなり，労働

組合の存在意義が揺らぎつつあるにもかかわらず

（Cardoso［2002］），「多くの場合，一般組合員は非常

に立場が弱く，しばしば書類の上でしか存在しな

い（Boito［1994, 13］）」ことなどを考慮すると，旧来

の労働組合構造によって，ますます組合幹部と組

合員とが疎遠となるだけでなく，労働組合が幹部

の私的な蓄財装置となっているという側面も否め

ない。

２．メキシコ

メキシコ革命の初期の段階から，労働運動は革

命連合内部で重要なアクターと見なされ，その後，

制度的革命党（PRI）が主導する権威主義体制が確

立されるなかで，支配構造へと制度的かつ組織的

に編入された。そのひとつの重大なきっかけが

1931年の連邦労働法（Ley Federal del Trabajo）の制

定と1932年の労働局（1940年から労働・社会福祉省）

の設置である（７）。国家により承認された「公式

の組合」は（８），組合員の統制や選挙時における

PRIへの支持の動員と引き換えに，さまざまな国

家資源への特権的なアクセスや国政での独占的な

代表権を獲得し（９），このような特徴は，少なく

とも法制度上では，現在でもほぼ創設当時のまま

だといわれている（Cook［2007, 151］）。

とはいえ，法制度上ではなく事実上の労働関係

が，この約70年のうちに，社会状況に応じて変化

を遂げてきたのもまた真実である。そしてこのよ

うな「法体系の硬直性」と政・労・使関係の「状

況に応じた変化」との乖離を埋めるものこそ，労

働法の臨機応変な適用と解釈であった。
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実際，労働問題に対する歴代各政権の姿勢の違

いは，概して，ストライキへの政府介入の頻度や

方法，または公式の国家介入装置としての「労働

調停委員会（ Juntas de Conciliación y Arbitraje: JCA）」

の裁定に表れていた。連邦中央・州・市の各レベ

ルに設置されるこの委員会は，政・労・使代表で

構成され，その役割は，労働組合の承認，労使協

定履行の監督，団体交渉の資格付与やストライキ

をめぐる裁定，そして個別的・集団的労働争議の

調停といった，労働関係をめぐるあらゆる事柄を

処理することである。そして，労働法が非常に専

門的かつ曖昧な法律であることから，この委員会

には多大な自由裁量権が与えられることとなり，

それは特に「組合の承認」や「ストライキの合法

性」が判断される際にきわめて恣意的に行使され

ることとなった。例えば，委員会は，実際にはき

わめて政治的な理由から，ある組合の結成を承認

しない場合でも，登録に要する膨大な数の設立条

件に不備があるといった理由で，その組合の登録

を拒否することがある。また，ストライキの際に

は，ストライキに関する曖昧な法規則を恣意的に

解釈することで，非合法と判断したり，そもそも

「なかったこと（nonexistent）」にさえできる。さら

に，どの組合が労働者の多数を占め，団体交渉で

それらを代表する資格を持つのか決める選挙

（recuento）の裁定も，「公式の組合」のライバル組

合（概して独立系組合）にとって不利となるよう行

われることが多い（Cook ［2007, 153-155］）。すなわ

ち，このようにして労働調停委員会は，ストライ

キを抑え込み，独立系の労働組合を承認しないこ

とで，国家や経営者に対して敵対的な労働組合の

芽をつぶすだけでなく，間接的に「公式の組合」

の勢力維持を助ける重要な役割を担ってきたので

ある。

また，この委員会をめぐる問題と関連したメキ

シコの労働関係で大きな問題は，労働組合それ自

身にあった。例えば，組合自治の観点から，連邦

労働法では組合規約の制定や幹部選出の方法は各

組合に任されており，一般組合員による労働協約

の承認や組合内選挙についての明示的なルールが

欠如しているため，組合の運営や幹部選出が非民

主的に行われ，一般組合員に関わる利害や要求が

ないがしろにされがちである。また，労組の幹部

らが内部統制を確保するメカニズムとして，団体

協約での「排他条項」が挙げられる。これは，い

わゆるユニオンショップ制を協約により可能とす

るものであり，雇用に際しては組合員であること

が要件とされ，また，組合員資格を失った者が解

雇されるとする内容である。確かにこの条項は，

一般的に，経営者が組合を分断したり，都合よく

組合を作り変えたりすることを難しくするため，

組合の立場を強化するのに役立つといわれている。

しかし，適用のされ方次第では，組合（幹部）への

忠誠心の欠如や背信行為が解雇の理由にもなるこ

とから，もっぱら，組合幹部が内部の反対者を統

制・排除するのに，これが利用されるのである。

以上のようにメキシコでは労働調整委員会のよ

うなメカニズムにより，労働組合を結成し，労働

現場の要求を表明する機会が狭められ，労働組合

間の競合も，政府と結託した「公式の組合」に有

利となるような形に終始してきた。また，国家や

経営者といった外部との関係だけでなく，「公式の

組合」の内部でも，幹部の統制力や地位を脅かす

ような民主的な機会はあらかじめ封じられ，彼ら

の地位の安泰と国家や経営者からの要請とが取引

される形で，一般組合員の要求が抑え込まれつつ，

職場レベルでの労働の柔軟化が容認されてきたの

である。
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１．ブラジル

民政下ブラジルでの最初の労働改革は，民主化

の一環として，つまり，労働者の市民的・社会的

権利の回復と拡張という意図で着手された。その

象徴として制定されたのが1988年憲法であり，労

働組合の結成・加入の自由，組合内政への国家干

渉の禁止，公務員へのストライキ権，などが明文

化された。すなわちこの改革で最優先されたのは，

1930年代半ばに制度化され，軍事体制期に強まっ

た組合活動への国家介入をできるだけ取り除き，

ストライキ権を労働者の正当な権利として認める

ことで，自律した労使関係を築くことであった。

とはいえ，旧来の独占的代表制や組合税，労働裁

判所制度といった項目には何の変更もなかったた

め，これがその後の労働改革の焦点であるととも

に障害となっていく。

その後，1990年代初頭のコロル（Fernando Collor）

政権では，労働組合の登録方法の変更や団体交渉

の分権化が唱えられ，また第１次カルドーゾ

（Fernando Henrique Cardoso）政権下でも，組合税の

廃止や独占的代表制の再編を意図した1988年憲法

の修正論議が持ち上がった。しかし両政権ともに，

最大の独立系中央労組である中央統一労組（Central

Única dos Trabalhadores: CUT）と敵対関係にあった

ことから，それを中心とした労働勢力から猛烈な

反対にあい，また議会でも，CUTを支持基盤とす

る労働者党（PT）ら野党から支持を得られなかっ

たために，修正提案を議会で通過させることがで

きなかった（Von Bülow［1998］; Neto［1999］; Krein &

de Oliveira［2001］）。また，第２次カルドーゾ政権

期の2002年末に，統合労働法第618条を改正し，

非公式になされている労働慣行や，労使交渉で決

められた労働条件を，統合労働法の規定よりも優

先させるとする改正案が議会下院を通過し，上院

での可決を待つ段階まで進んだ。しかし，新たに

就任したルーラ大統領（Luiz Inácio Lula da Silva）が，

このような改正は統合労働法で守られた労働者の

既得権を侵害する恐れがあり，より徹底した議論

が必要だと主張したために，上院での審議は打ち

切られ，結局，廃案となった（Krein［2006, 2］）。

この第１次ルーラ政権の下では，すでに柔軟化

が進んでいた個別的労働法制のさらなる改革より

も（上谷［2007, 112-124］），組合組織，団体交渉，

ストライキなどに関する集団的労働法の改革が最

優先された。まずそれは，政権発足後間もなく大

統領の諮問機関として設置された経済社会開発審

議会（Conselho de Desenvolvimento Economico e Social:

CDES）で着手され，組合税の廃止，組合自治の実

質化や団体交渉レベルの多元化についての提言が

なされた。その後，改革案の審議は，政・労・使

代表による「労働に関する国民フォーラム（Fórum

Nacional do Trabalho: FNT）」へと引き継がれ，いく

つかの点で参加団体間での意見の不一致がみられ

たものの，2005年３月，「労働組合についての改

革案」として議会に提出された。この案は1988年

の憲法制定以来の懸案であった独占的代表制の大

幅な変更と組合税の段階的廃止や，労働裁判所の

役割の見直しを含み，しかも，現行制度の下では

限定的な役割しか果たしていない中央労組の影響

力を高めるという意味で，従来の労働関係に大き

な転換をもたらし得るものであった（表１）（Krein

［2006］; Cook［2007］）。とはいえ，旧来の制度に既

得権を持つ勢力，とくに数々の「公式の組合」や

守旧的な独立系中央労組からの強い反対だけでな

く，独立系中央労組間での改革スタンスの相違，

法案審議に携わる各政党・議員間での改革への温

度差や，事業所レベルでの組合の影響力の増大を

忌避する経営者団体の思惑などが絡み合い，この

1990年代以降の労働法制改革の経緯2
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改正案の審議は，第１次ルーラ政権期にはほとん

ど進まず，2006年末の大統領選後まで持ち越され

た（Radermacher & Melleiro［2007, 136-138］）。第2次

ルーラ政権の発足後，2007年末から2008年3月に

かけて，2005年の改革案の一部をなす組合税の改

革が着手された。しかし結局，上・下両院で承認

された案は，従来その分け前にあずかれなかった

独立系中央労組にも，徴収された組合税の10％が

国家から分配されるという内容のものであり，

2005年改革案そのものはいうまでもなく，組合税

の廃止さえほど遠い内容に終わった。

２．メキシコ

メキシコでは，ちょうど民主化の前後の時期に，

以前から着手されていた新自由主義政策をより実

質化するための労働改革が重要なアジェンダとな

っていた。その発端は，メキシコで最も重要な経

営者団体であるメキシコ経営者連合（COPARMEX）

による提案（1989年）にあり，その後，当時の野党

であった国民行動党（PAN）の改革案（1995年），同

じく野党であった民主革命党（PRD）の提案（1998

年）が続いた（10）。しかし，民主化機運の高まりに

よって1980年代後半から目立ってきたPAN，PRD，

PRI間競合のさらなる激化，そして，PRI政権が新

自由主義を導入するに際して労働組合の支持を確

保する必要があったことから，結局これらの提案

についての審議は真剣に取り組まれないか，見送

られることとなった。

2 0 0 0年の大統領選に勝利したフォックス

（Vicente Fox）は，就任して間もなく，選挙戦で綱

領の一つに掲げていた労働改革を進めようと，労

働法の専門家や労組指導者から成る検討チームを

結成し，改革の進め方や内容の協議に当たらせた。

しかし，このように一見活発な動きにもかかわら

ず，フォックス政権による労働問題への取り組み

は，過去の労働慣行を継続させるだけでなく，そ

の保守的性格をさらに強めるものであった。その

顕著な現れが，COPARMEX元会長であるアバス

表１　ブラジルの労働法制の現状と2005年「労働組合についての改革案（抜粋）」との比較

争　点 現　状 改革提案

団体交渉

ストライキ／
必要不可欠な
公共サービス従事者

組合の代表構造

組合費

事業所単位の組合

（出所）Cook［2007, 100（Table 3-4）］に加筆修正。

組合はどのレベルで交渉を行うか自由に選択でき，
しかもさまざまなレベルの交渉テーブルを接合できる。

「非合法ストライキ」という概念の廃止。
必要不可欠な公共サービス従事者保護条項は維持。

少なくとも従業員の20％が組合員であることを証
明できる組合か，連合（federation）や連盟（confed-
eration）や中央労組（central）から代表性を「借用」
した組合のみが許される。ただし，既存の組合に
は独占的な代表権を認める。

組合税を段階的に廃止し，新たに「交渉負担金
（contribuição negocial）」を創設する。

30人以上の従業員を有する企業で，組合により実
施される選挙によって被雇用者代表が決められる。

事業所単位での団体交渉権なし。一
つ以上の地区（município）にまたが
る単一業種従事者のみをカバーする。

ストライキ法により，労働裁判所は
ストの非合法性を宣告するか，必要
不可欠な公共サービス従事者による
スト期間中の就業を命令できる。

１地区の１業種につき１組合

組合税

事業所単位での組合結成は非合法
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改革提案
争点と現状 PAN（とPRI）によるアバスカル案 UNTとPRDの共同提案

（2002年） （2002年）

組合は JCAに公に登録される
が，現行の登録手続きには変
更なし。労働者代表性選挙
（recuento）での秘密投票。

週 40時間労働，雇用と解雇に
際する制限を緩和，労働スケ
ジュール・労働条件・賃金の
設定に際する経営者の権能を
より高める，正式雇用前の 30
日間のテスト雇用，技能訓練
期間の義務化，「株主」として
の労働者による経営参加の奨
励，能力給の導入など。

生産性についての合意を団体
協約に含めることを推奨，労
働者と経営者双方から成る職
場委員会の設置。

必要不可欠な公共サービス従
事者によるストは禁止。「労働
者の大多数がストに同意する
こと」を文書で提示させるこ
とによる JCAの法的役割の強
化。最長 60日のスト期限を設
定し，その後は調停に付託せ
ねばならない。連帯ストの禁
止。

カル（Carlos Abascal）の労働相就任である。彼は，

労働改革の内容が，議会での審議以前に労使間で

十分な合意を得たものでなくてはならないと主張

し，2001年７月に主要労使団体の代表から成る審

議委員会を立ち上げた（11）。しかし，民主的な労

働関係を目指す独立系の全国労働者連合（Union

Nacional de Trabajadores: UNT）の目論見とは裏腹に，

メキシコ労働者連合（CTM）などの「公式の組合」

は労働改革に対して消極的姿勢を崩さず，また経

営者側にとっても現行制度下での「暗黙の柔軟化」

のメリットが捨てがたいため，この委員会から，

憲法改正を含む，既存の制度体系を転換するよう

表２　メキシコの民主化（2000年）以後の労働法改正提案

（注）下線部は「公式の組合」の不一致点。
（出所）Kohout［2008, 144（Table 1）］に加筆修正。

提出すべき文書が承認されること
をもって公的な登録が完了する
（ JCAによる許可は必要なし），公
務員のストライキ権の是認，労組
の結成に際する国家と経営者の介
入を禁止。組合選挙での秘密投票。

週40時間労働，経営者による一方
的な解雇を禁じるための制限の拡
張，超過勤務規制は保持，最低賃
金と利益分与を規制する独立機関
の設置，能力給の導入など。

生産性についての合意を団体協約
に含めることを推奨，労働者によ
り多くの情報を提供すべく団体協
約の交渉と（その承認の）投票手続
きの明確化，交渉プロセスの透明
化。団体協約の公式登録。

JCAを廃止し，労使紛争を調停す
る労働裁判所を設置。無期限スト
を認める。

公務員は労組を結成できるが，スト
ライキは行えない。すべての民間労
組は JCAに登録せねばならず，組合
管理・メンバー･規則について検査の
末に許可される（登録のいかんは公に
されない）。

以下のような最低限の基準は団体協
約によっても不可侵である。週48時
間労働，ナショナルレベルでの三者
協議により決定される最低賃金，利
益分与（profit-sharing），休暇手当，
クリスマス・ボーナス，超過勤務手
当，解雇時の補償，解雇後の復職，
年功による昇給など。

協約は労組と経営者の間で結ばれね
ばならない。年功と役職に基づいて
賃金を確定。ナショナルレベルで適
用される規定については，産業部門
別による交渉が可能。ユニオンショ
ップ規定の盛り込み可。協約内容は
JCAによって承認されねばならない。

必要不可欠な公共サービス従事者に
はストライキ権がない。JCAにストラ
イキの請願をし，それがストの合法
性を判断する。労働協約の破棄，一
方的な契約・賃金の改定に対して，
また，他の労組への連帯表明として
ストライキを実施できる。JCAはスト
を終わらせ，調停を強いることがで
きる。

組
合
民
主
主
義

労
働
条
件

団
体
協
約

ス
ト
ラ
イ
キ
と
調
停
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な案が提示される可能性は低かった。そしてこの

ような方向性は，UNTが委員会を離脱した後さら

に明確となり，その後の改革プロセスでも継続し

ていくこととなる。なお，委員会脱退後の2002年

10月，UNTはPRDと共同で独自の改革案を議会

に提出したが，その内容は，既存の労働法制度の

抜本的改革と，組合内民主主義や労組結成のさら

なる自由を掲げたものであったが（表２），このよ

うな改革案の大部分は，CTMら「公式の組合」に

は受け入れがたいものであった。

以上の経緯の成果として2002年末に下院に送ら

れた改革案（アバスカル案）には，委員会の構成や

力関係が反映されており，就労時の技能訓練や試

験的な雇用契約，または期限付きの労働契約とい

った，雇用柔軟化を望む経営者らの意向が取り入

れられる一方，懸案の労働調停委員会の改革や，

「公式の組合」の独占状態はほとんど手付かずとい

うことになった（12）。とくに後者については，労

働関係の民主化に向けた，団体協約の公式登録と

組合幹部選出の秘密投票が争点であったが，これ

らを強く主張してきたUNTが委員会を去り，その

後の審議委員間での駆け引きのなかで，それぞれ

の意味がすりかえられた。すなわち，「公式登録」

については「団体協約の公式登録」ではなく「労

働組合の公式登録」に，また，「秘密投票」も，

「組合指導者選挙での秘密投票」ではなく「労働者

代表性選挙（recuento）での秘密投票」にといった

具合である（表２）。

その後，この案は両院協議会での審議に付され，

早急に可決されるよう，経営者団体やCTM幹部の

賛同のもとで2004年末に議会に提出された。しか

し，個別的労働権についてだけでなく，団体協約

の締結や新規組合の登録，そしてストライキに際

する資格要件の増加や手続きの煩雑化などといっ

た，集団的労働権についてもさまざまな問題点が

指摘されるにつれ，CTMら労働組合からも反対の

声が上がり始め，以前から存在した労働法専門家

やPRD，UNTからの抵抗ともあいまって，結局

2005年２月，この提案は撤回されることとなった。

労働勢力からの反対に直面した労働省は，同年9

月，それまでの提案内容から労使間対立の激しい

項目を大幅に削除し，修正アバスカル案を作成し

たが，そのように非常に微細な改正ではなんら重

大な変化ももたらされないと揶揄された。しかし，

そうして薄められた改革案でさえ，2005年末の段

階でも議会を通過するめどが立たず，改正議論が

留保されたまま，メキシコ政治は2006年６月の国

政選挙に向けた戦いに突入していくこととなった。

ではなぜ両国では，労働関係への国家介入と

「公式の組合」による独占状態を緩和し，組合内民

主主義を実現するような民主的な改革が遅れ，旧

来の労働関係の枠組みが継続しているのであろう

か。ここではクック（Maria Lorena Cook）やパワー

（Timothy J. Power）らが指摘するいくつかの要因を

参考に，両国それぞれの特異性よりも共通性に注

目しながら，その理由を検討したい。

まずメキシコについてクックが指摘するのは，

2000年に生じたのは「政治体制の転換」ではなく，

単なる「政権の交替」であったという点である。

すなわち，メキシコの民主化を決定づけたとされ

るフォックス以後のPAN政権は，何よりも経済政

策の継続性を最優先し，また，財政・エネルギ

ー・社会保障改革に際するPRIの協力が必要であ

ったために，民主的な労働改革といった，PRIや

「公式の組合」の利害を損ね，過去との真の決別を

意味するような政治的・制度的な大転換を避けて

きたというのである。これについて，1980年代半

労働改革の「漸進性」の原因3
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ばにブラジルで生じたのは紛れもなく「軍部主導

による非民主体制から民主体制への転換」であり，

自由公正な選挙の実施を中心とした，政治運営の

核心のルールが変更されたという意味で，メキシ

コとは大きく異なるようにみえる。しかし，パワ

ーらが述べるとおり，そもそも旧来の労働関係や

利益構造は，政治体制の種類の違いを超えて存在

し，また「公式の組合」は，非民主体制下におけ

る労働者のコントロール装置としてのみならず，

民主体制下の多くの政治家にとっても格好の集票

装置になり得た（Power & Doctor［2004, 233-234］）。

さらに，ブラジルのCDESやFNTといった政府の

審議会は，確かに，民主化論者が強調しがちな

「市民社会アクターによる政策プロセスへの参画」

を象徴するが，その構成の斬新さや審議手続きの

民主性が必ずしも，「過去との断絶」やそこで決定

される事柄自体の民主性を担保するものではない

という点は留意されてよい。すなわち，これら二

つの事例には，民主化というキッカケが必ずしも

労働関係の抜本的な転換にまで結びつかなかった

という意味で共通点を持つのである。

また第２に，メキシコでは民主化の前に経済転

換が生じたために，民主的な労働改革の可能性が

制限された，すなわち「移行の順序」がブラジル

などとは異なっていたためにこの種の改革が遅れ

たことが理由として指摘される。クックの考えに

よると，ブラジルのように，民主化が経済的自由

化に先行した場合，民主化の過程で影響力を高め

た労働運動は，その後の経済的自由化に伴ったラ

ディカルな柔軟化を阻止し，自らに利する労働改

革を推進し得る。しかし，もしこの順序が逆の場

合には，経済的自由化の影響によって労組の資源

や基盤が予め侵食されるため，その後の民主化に

伴った労働者の権利の拡充や労組の資源を高める

ような改革が強力に推し進められ得ないのだとい

う。もちろんこの点は，これまで大幅な労働改革

がなされてこなかったメキシコの例と，1988年に

それが行われたブラジルの例とを区別し得る一つ

のポイントかもしれない。ただこれについても，

前節で既述したとおり，ブラジルの1988年憲法に

よる労働改革の不十分さや，カルドーゾ政権下で

労働の柔軟化が大いに推進された事実を踏まえる

と（上谷［2007］），このような「順序」の問題は，

民主的改革の有無を決定づける要因としてそれほ

ど強調されるべきではないだろう。むしろ特筆す

べきは，メキシコはもちろん，民主化が先行した

ブラジルでも同様に，どれほど労働者の利害や権

利が法制度上で保護されていようと，旧来の労働

組合が組織として有する資源，言い換えれば，労

組の幹部の持つ既得権に比べれば，個々の労働者

（組合員）の利害や権利の優先度は格段に低く，そ

の蹂躙や柔軟化が，いわば幹部の既得権保持と引

き換えに容認されてきたという点であろう

（Cardoso［2000, 12, 21-22］）。

またクックは，長年の宿敵PANが政権を担うと

いう新しい政治状況にもかかわらず予想外の適応

能力を見せる一方，野党PRIとの旧来の協力・支

援関係をも維持するというCTMら「公式の組合」

の巧妙な振舞いを，抜本的な労働改革が遅延する

第３の要因として挙げている。このような「公式

の組合」の巧みな立ち回りは，上述のアバスカル

案の審議の際にもみられ，実際，CTMらは審議委

員会にコミットすることでフォックス政権と良好

な関係を保ちつつも，自らが参画することで抜本

的な修正を食い止めることに成功し（Aguilar &

Guzmán［2006, 192］），その後の政策審議において

も，議会運営上PRIの協力を必要とするPANの弱

みを突いて，いわば拒否権プレーヤーとして隠然

たる影響力を行使してきた。この点に関してブラ

ジルでの改革の遅れの一因も，メキシコと同様，
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政党政治家への圧力を利用した「公式の組合」幹

部らの影響力の大きさにあるといえようが，むし

ろ際立っていたのは，旧来の労働関係の改革を望

むCUTやフォルサ・シンジカル（FS）といった有力

とされる独立系中央労組の，「公式の組合」勢力に

対する政治的･組織的基盤の脆弱さや分裂状況で

あった。図１はブラジルにおける中央労組への加

盟率を示したものであるが，図中の「非加盟労組」

のほとんどが「公式の組合」に該当し守旧勢力と

して改革に否定的であるだけでなく，CUT（の主

流派）とFS以外の独立系新興中央労組（NCST，

UGT，CGTB）の大部分が，総論としての労働改革

には賛成しつつも，転換が必要とされる旧来の労

働法制の核心部分（独占的代表制や組合税）の廃止

には反対の姿勢を堅持し，民主的かつ抜本的な改

革を阻害しているという（Radermacher & Melleiro

［2007, 132-141］）。ちなみに，図２はメキシコの中

央労組への加盟率を示しているが，CTMら「公式

の組合」がその７割以上を占める一方，UNTら民

主的労働改革を唱える独立系労組への加盟率は１

割にも満たず，メキシコでも，このような独立系

中央労組の脆弱さや存在感のなさは，改革プロセ

スにおける独立系労組の要求の軽視や骨抜きとい

う形で現われてきたのである。

おわりに

ブラジルもメキシコも2006年に国政選挙を経験

し，前政権与党が継続する形で大統領の任期がス

タートした。新政権発足以降，ブラジルでは中央

労組の再編成（2007年７月のUGT結成など）が進み，

メキシコでも2008年に入って労働改革論議が再開

される兆しがみられるなど，労働関係に新しい動

きが生じつつあるが，現時点（2008年3月末）でも，

両国における旧来の労働関係からの脱却は未完の

ままである。

すなわち両国では，民主化後に独立系の労働組

合が伸張してきたものの，その影響力は，旧来の

労働関係に張りめぐらされた既得権者の政治的ネ

ットワークを打破するには至っておらず，それゆ

え，どのような内容の改革であれ，かかる過去の

遺産が除去されない限りは困難だということであ

55.5
中央統一労組
（CUT）

22.3％

非加盟労組
55.5％

フォルサ・シンジカル
（FS）

9.0％

新中央労組
（NCST）

7.5％

労働総連合
（UGT）

4.4％

ブラジル総中央労組
（CGTB）

1.1％
その他の
センター

0.2％

図１　主要各中央労組への加盟率：ブラジル

（出所）Radermacher & Melleiro［2007, 140-141］をもと
に筆者作成。

CTMおよびCT系組合
73.5％

その他
16.9％

独立系組合
9.6％

図２　主要各中央労組への加盟率：メキシコ

（出所）Burgess［2003, 76］をもとに筆者作成。
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る。とりわけ両国には，これまで労働改革論議が

持ち上がるたび，結局はその時々の政治・経済的

な安定が最優先されることで，それが棚上げにさ

れてきたという共通した経緯がある。もちろんこ

のような悪循環は，新政権の支持勢力の構成いか

んでは断ち切られ得るが，労働以外の諸問題が山

積し，さまざまな局面で野党や各社会集団との政

策的取引が必要とされるなか，抜本的な改革が達

成されるには，両国ともになお前途多難だといわ

ざるを得ないのである。

注

a 本稿で言及する「民主化」または「体制転換」

は，便宜上，自由公正な手続きによる大統領の直

接選挙が実施された時点（ブラジル 1990年，メキ

シコ 2000年）で達成されたこととする。

s 一般的に，労働関係（Labor Relations）を規定す

る法制度は，労働者個々人に関わるもの（個別的

労働法制）と，労働組合などの集団に関わるもの

（集団的労働法制）とに大別できるが，本稿では主

に後者についての改革を扱う。

d 統合労働法の詳細な内容については，ブラジル

政府・労働雇用省ホームページ（https://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm

―2008年３月31日閲覧）を参照。

f ラテンアメリカで「組合（sindicato）」といえば

労働組合を指すのが一般的であるが，ブラジルの

場合，労働組合と並行して，経営者側も産業別・

地域別に組合（sindicato）を結成しており，それ

らが団体交渉でのもう一方の主体となる。したが

ってブラジルの「経営者組織（ b u s i n e s s

organization）」には，統合労働法といった集団的

労働法制に服する「経営者組合」と，そのような

法制度の外部にある「経営者団体（business

association）」とが並存していることになる。

g ブラジルでは企業単位での組合の結成や，業種

または産業横断的な頂上団体の結成は禁じられて

いたが，中央労組の結成に関しては1985年に禁

止条項が削除された。

h 組合税とは，企業であればその資本金（o captal

social）の１％を，労働者であれば組合への加入・

非加入を問わず年間給与の１日分に相当する額

を，それぞれ義務的に徴収される制度である。集

められた資金は，下位組合（sindicato de base）に

60％，州レベルの上位組合組織（federação）に15

％，全国レベルでの最上位組合組織（confederação）

に5％という割合（残り20％は労働雇用省）で，

労働雇用省から分配される。

j メキシコの労働関係のもう一つの理論的支柱は

1917年に制定されたメキシコ合衆国憲法第123条

である。

k PRI内の労働部会において最大の影響力を行使

したのが1936年設立のメキシコ労働者連合（CTM）

である。その後，1966年に労働者会議（CT）が発

足し，これにはCTMの他に，メキシコ労働者地

域連合（CROM），労働者農民革命連合（CROC），

国家公務員組合連合（FSTSE），教育労働者組合

（SNTE）などが加盟した。これらCTMおよびCT

加盟の労組が，メキシコでは典型的な「公式の組

合」である。

l このような特権的な代表権としては，公益組織

（例えば労働銀行や国家労働者住宅制度）や政府の

審議会（例えば国家最低賃金委員会）での代表だ

けでなく，省庁ポストや連邦・州議会での議席な

どがある。フォックス政権においても，民主化以

前のネットワークに依拠する形で旧来の労働関係

が存続しているとの指摘もあるが（De la Garza

［2004］），支配政党PRIの下野と凋落に伴って，

組合幹部への議席割り当てや官職への任用は大幅

に減少している（畑［2007］）。

¡0 ここで言及したCOPARMEXの提案，PANによ

る提案，およびPRDによる提案の詳細について

は, Alexander & La Botz［2003］，畑［2007, 68-

77］およびCook［2007, 161-173］参照。

¡1 この委員会は，11人の労働代表（CTMやCT系労

組など「公式の組合」から９人，独立系UNTが３

人）と同数の経営代表（COPARMEX，CONCAMIN，

CONCANACO）から構成された。

¡2 UNTの離脱により，最終的な改革案に関与し

たのは経営者団体とCTMおよびCT系の労働組合
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のみとなったが，これについて畑は「…経営側を

利するその内容からして，委員会を主導したのが

経営者団体と労働省であり，労働組合の参加が形

式的であったことは明白である。…」としている

（畑［2007, 71］）。
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